
 

 

骨子案作成整理表 

入所・地域生活支援専門部会担当分野  

分野（大分類） 施策の方向性（中分類） 現状・課題及び取組みの方向性 数値目標等（五次以外必須のもの） 

７ 障害のある人一人ひとり

に着目した支援の充実 

発達障害、高次脳機能障害、強度行

動障害のある人など、地域の支援施

設・機関では通常の対応が難しい障

害について、支援の拡充を図るとと

もに、より地域に密着した支援がで

きるよう、民間での専門的・広域的

な支援拠点機関の普及促進や、その

ための機関・人材育成などの具体的

な仕組みづくりを進めます。 

通所による施設サービスだけで

は支援が困難な障害のある人に対

しては、親の会、当事者サポート団

体などと連携した支援などを進め

ます。ひきこもり本人や家族等に対

しては、相談支援等により、ひきこ

もり本人の自立を推進し、本人及び

家族等の福祉の増進を図ります。 

また、特に本人や家族の負担が大

きい重度の心身に障害のある人に

対しては、市町村が実施する負担軽

減のための医療費助成について、引

き続き補助を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

※総合計画（案）より 

（１）地域の支援施設等のみ 

   では支援が困難な障 

   害に対する支援の推 

   進 

 

 

 

 

 

（２）通所サービスだけで 

   は支援が困難な障害 

   に対する支援の推進 

 

 

 

（３）障害のある子どもの 

   在宅支援機能の強化 

 

 

 

 

（４）重度・重複障害者等 

   の負担軽減の推進 

 

 

 

 

（５）重度・重複障害のある 

   人等の地域生活移行 

   の推進 

 

 

（６）ひきこもりに対する 

   アウトリーチ型支援 

   の推進 

 

 

※総合計画（案）、第五次 

計画より 

（１） 

○現状・課題 

 高次脳機能障害については、県内３か所に支援拠点機関を置き、相談 

支援を行っている。発達障害については、発達障害者支援センターによ 

る研修を実施し地域における人材育成と相談支援体制の構築に努める。 

○取組みの方向性 

 引き続き高次脳機能障害に関する支援体制と地域のネットワーク構

築強化を図る。発達障害に関する研修を実施するとともに相談支援機関 

のバックアップと関係機関の連携を図る。 

（２） 

○現状・課題 

 身近な地域において重症心身障害者等が利用できる場の確保を図っ

た。 

○取組みの方向性 

 引き続き重症心身障害者等が利用できる場の確保を進める。 

（３） 

○現状・課題 

 障害児等療育支援事業を活用し、相談支援体制の充実及び在宅障害児 

等や家族の福祉の向上を図る必要がある。 

○取組みの方向性 

 引き続き療育等支援事業を実施する。 

（４） 

○現状・課題 
 平成２７年８月から重度心身障害者（児）医療費助成制度の現物給付化を実施した。 

○取組みの方向性 

 引続き、制度の円滑な運用に努める。 

（５） 

○現状・課題 

 強度行動障害のある方の支援に関する研修を行う必要がある。 

○取組みの方向性 

 強度行動障害のある方の支援に関する研修を行う。 

（６） 

○現状・課題 

 電話相談からアウトリーチへの移行や早期介入などについて、関係 

機関との連携を図っていく必要がある。 

○取組みの方向性 
 具体的な取組み方法について関係機関と協議し、適切な支援を行う体制づくり 

に取組む。 

※第五次計画主要施策管理表、総合計画（案）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①発達障害者支援地域協議会の開催回数見込福 

②発達障害者支援センターによる相談件数見込福・五 

③発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援

マネージャーの関係機関への助言件数見込福 

④発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援

マネージャーの外部機関や地域住民への研修、啓発件

数見込福 

⑤発達障害者支援センター運営事業実施見込箇所数、

実利用見込者数福 

⑥高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普

及事業に係る実施見込箇所数及び実利用見込者数福 

⑦発達障害者支援センター研修等受講者数五 

⑧高次脳機能拠点機関数五 

⑨高次脳機障害相談件数五 

（１）（２） 

⑩アウトリーチチーム設置見込者数福 

⑪ひきこもりサポーター養成者数五 

⑫ひきこもり地域支援センターの相談見込件

数五 

⑬ライトハウスちばの相談件数（ひきこもりに

関するものに限る。）五 

⑭アウトリーチ型の訪問件数五 

（７） 

⑩重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び

放課後等デイサービス事業所を各市町村に１箇所以上

確保する。福 

⑪医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設

置福 

⑫障害児等療育支援事業実施見込箇所数福 

⑬短期入所事業者数五 

（３）（４） 

資料６―４ 

※総…千葉県総合計画（案） 福…障害福祉計画基本指針（地域生活支援事業含） 

 基…障害者基本計画（案） 五…第五次千葉県障害者計画 



 

 

 


